
日 本 学 生 支 援 機 構 奨 学 金
適 格 認 定 説 明 会

「適格認定」は，１年間の学修状況を振り返るとともに，みなさんの
経済状況に照らした適正な貸与金額を考える重要な機会です。
将来返還をすることを意識して，奨学金について考えてみましょう！

学生生活支援課奨学金担当
連絡先の登録をお願いします。

０８９－９２７－９１６８
syougaku@stu.ehime-u.ac.jp



まず最初に

・封筒に赤い「入力不要」シールが

貼ってある人

・封筒に「入力不要」と記入がある人

今回の手続不要



配布物確認

・日本学生支援機構奨学金適格認定基準（愛媛大学）

・個人用封筒(併用貸与の方は，2通あります。）

【封筒の中身】

・貸与額通知書

・「奨学金継続願」の提出（入力）手続きについて

・「奨学金継続願」入力準備用紙



適格認定とは

「継続願の内容」と「学業成績等」

審
査

廃止 停止 警告 継続



措置について

措置 奨学生の身分 ４月以降の振込

廃止 身分終了 ×

停止 中断 ×

警告
継続 ○

継続



廃止



例：法文学部総合政策学科 必要卒業単位数 １２４単位
標準修得単位数１年生 ３１単位

２年生 ６２単位
３年生 ９３単位



廃止
区分

適格基準の細目

学部 大学院

廃止

学業成績が次のいずれかに該当する者
(1) 留年者

学業成績により，修了の延期が確定した者又は
修了の延期の可能性が極めて高い者

(2) 各学部における履修制限等に基づき，卒業延
期が確定した者

(3) 当年度の修得単位数が皆無の者又は極めて
少ない者，ただし標準修得単位数を満たしているも
のは除く。

次のいずれかに該当する者
同左

(1) ｢継続願｣を提出しなかった者(継続願に記入す
べき事項を故意に記入せず，又は虚偽の記入をし
た者を含む。) 

(2) ｢奨学金申請書｣又は｢確認書｣に虚偽の記入を
したことにより奨学生となったことが判明した者

(3) 退学・除籍の処分を受け学籍を失った者(ただ
し，授業料未納による退学・除籍処分は異動(退学)
として，取り扱うものとする。)

(4) 学校内外の規律を著しく乱し，奨学生資格を失
わせることが適当である者

(5) その他，奨学生としての責務を怠り，特に奨学
生として適当でない者



停止

区分
適格基準の細目

学部 大学院

停止

学業成績は廃止該当者と同じであ
るが，成業の見込みがある者

学業成績は廃止該当者と同じであ
るが，成業の見込みがある者

廃止に該当しない者のうち，次のい
ずれかに該当する者

廃止に該当しない者のうち，次のい
ずれかに該当する者

(1) 停学その他の処分をうけた者 (1) 停学その他の処分をうけた者

(2) 学校内外の規律を乱し，奨学
金の交付を停止させることが適当
である者(不起訴処分の場合に限
る。)

(2) 学校内外の規律を乱し，奨学
金の交付を停止させることが適当
である者(不起訴処分の場合に限
る。)



警告

区分
適格基準の細目

学部 大学院

警告
廃止又は停止に該当しない者のう
ち，次のいずれかに該当する者

廃止又は停止に該当しない者のう
ち，次のいずれかに該当する者

(1) 当年度の修得単位数が，下記
※2による計算式の５割以下の者，
ただし標準修得単位数を満たして
いるものは除く。

(1) 修得単位数が他の学生に比
べて著しく少ない者

(2) 前号の規程にかかわらず，学
長が修得単位（科目）数が著しく少
ないと認めた者

(2) 学修の評価内容が他の学生
に比べて著しく劣っている者

(3) 学修の評価内容が他の学生
に比べて著しく劣っている者

(4) 学修の意欲に欠ける者 (3) 学修の意欲に欠ける者



例：法文学部総合政策学科 必要卒業単位数 １２４単位
当年度修得単位数 ３１単位
３１×１/２＝１５単位以下 警告



警告

区分
適格基準の細目

学部 大学院

警告
廃止又は停止に該当しない者のう
ち，次のいずれかに該当する者

廃止又は停止に該当しない者のう
ち，次のいずれかに該当する者

(1) 当年度の修得単位数が，下記
※2による計算式の５割以下の者，
ただし標準修得単位数を満たして
いるものは除く。

(1) 修得単位数が他の学生に比
べて著しく少ない者

(2) 前号の規程にかかわらず，学
長が修得単位（科目）数が著しく少
ないと認めた者

(2) 学修の評価内容が他の学生
に比べて著しく劣っている者

(3) 学修の評価内容が他の学生
に比べて著しく劣っている者

(4) 学修の意欲に欠ける者 (3) 学修の意欲に欠ける者



奨学金継続願の提出（パソコンから）

※奨学金が必要なくなった人も提出してください。

※提出しない場合奨学金は『廃止』になります。

提出期限：平成２９年１月２７日（金）

提出手段：スカラネット・パーソナルから

皆さんにしていただくこと



継続願提出期間

平成２８年１２月１５日（木）

～平成２９年１月２７日（金）

★封筒に記入しましょう★



28 12 15

1 27

（院生は不要） 平成２８年の証明書が
なければ，平成２７年の
もので可



辞退の場合も
Dまでは入力

変更・訂正は

学生生活支援
課まで



※証明書の大学への提出は不要

平成２８年の証明書が
なければ，平成２７年の
もので可



収入と支出に間違いがないか確認してから入力
収入が支出以上でないと先に進めません！

【収入】

【支出】

【収入と支出の差額】



収入・支出入力時の注意点

・収入と支出の差が

学部生 ３６万円

大学院生 ４５万円 以上あれば

面談が必要になります！



継続願提出時の注意点

・パソコンから提出

※携帯電話・スマートフォン未対応

・入力前に「『奨学金継続願』入力準備用紙」を記入し，

手元に用意してから入力すること
※入力中に一つの画面で３０分以上経過したら，タイムアウ

ト（最初から入力）になるので注意

・併用貸与の方は各奨学生番号で継続願の入力を
すること（２回必要！）

・入力後に表示される受付番号を控えること



継続願提出（入力）期限

平成２９年１月２７日（金）

※平成２８年１２月２９日から平成２９年１月３日

までは，年末年始のため提出ができません。

学生生活支援課奨学金担当
ＴＥＬ ：０８９－９２７－９１６８
e-mail：syougaku@stu.ehime-u.ac.jp
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